
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

出席停止に関する基準 【対象・日数・条件など…】 は 

   札幌市で定める内容によるものです。 

 

学校は 札幌市における教育活動のガイドライン 

        その内容で 対応をしているところです。 

 

北海道・札幌市の 「まん延防止等重点措置」 適用に伴い、 

   これまでのガイドラインが １月２６日に 改訂 されました。 

  

学級閉鎖 出席停止 学習の支援 感染拡大防止の取組 など、 

 札幌市の基準に準じて行っていることを 改めて御確認ください。 

      

  

感染拡大防止に取り組みながら… 《あつきたの学校生活》を創る 

学校は【札幌市のガイドライン】で 対応しています 

札幌市公式ホームページに掲載 

札幌市における教育活動のガイドラインは、 

   札幌市公式ホームページにて御確認ください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「近寄ってはいけない」 

 「学級閉鎖となった原因だ」 

「感染する行動をとったに違いない」 

「（保護者の職業から判断して） 

家庭内感染ではないか」  

 

  感染してしまったお子さんが、 

   差別や偏見、誹謗中傷を受けることが 

         あっては、断じていけません。 

 

 学校では、 日常から  

「相手を傷つける、根拠のない噂話は いけない」 

  「触れられたくないことを 探り出そうとしてはいけない」 

              継続して 指導していることです。 

  「感染」に関わることも 例外ではありません。 

   また 子どもだけではなく、大人も変わりありません。 

  

学校は 個人の特定につながることのないよう、 

      情報の発信には 十分留意して取り組みます。 

 

子どもたちの感染は継続しており、感染者や濃厚接触者である児童生徒等が、 

いつでも差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などの対象となり得るものであることを、 

認識しておくことが重要である。 

              令和４年 1 月 26 日改訂 【札幌市における教育活動のガイドライン】 

１ 保健管理等に関すること  

（６）感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について より抜粋 

学校は 子どもを偏見・差別から守るよう 努めます 

学級閉鎖を実施する旨を通知 すると … 

 「閉鎖対象は、何年生の何組ですか？」 

      「感染したのは、だれですか？」 

 「その子が発症したのは、いつですか？」 

                    お問合せを いただくことがあります。 

    

「興味本位による問合せ」ではなく、 その情報によって  

「（同じ学級・学年である）お子さんの登校を検討したい」 

「 職場に報告し、自身の出勤の可否を照会する」 

                   といった理由があるようです。 

 

  学校では 「お答えすることは差し控えます」 との回答をしております。 

                     御理解と御協力のほど、お願いいたします。  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学級閉鎖となって 登校することができない 

出席停止となって 授業を受けられない 

   教室での「通常授業への参加」とはいかないまでも、 

  GIGA [１人１台] 端末 による学習を行うことができます。 

学校は 子どもの 学びの機会 を 保障します 

2021 年 7 月 持ち帰りリハーサル から、 

第３学期 平常時 定期（週末）持ち帰り と、準備を進めました。 

                               日常の授業でも 

                                         積極的に活用し 

                               子どもも教師も 

                               使用に慣れる 

                               ように、取り組  

んでいます。 


